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SNS等を端緒とした青少年の性的被害への対策に係る

検討結果報告書について

青森県青少年健全育成審議会 臨時部会



（１）県警要望に基づく検討（令和4年度～）

（２）刑法等改正（令和5年度）

16歳未満の者への面会要求行為及び自画撮り要求行為の規制新設（182条）

（但し13歳以上16歳未満の場合は加害者との年齢差5年以上）

（３）改正刑法を踏まえた検討のやり直し（令和6年度～）

改正刑法との法学上の整理が必要（刑法改正後の自画撮り改正対応県は3県程度）

【県青少年健全育成審議会】

・臨時委員の委嘱

（憲法、刑法、社会学、ICT、精神保健、教育）

・臨時部会の設置、2回（2月、6月）の部会開催

１ 検討に至る経緯



２ 県青少年健全育成審議会臨時部会

区分 所属・役職等 氏 名 選任視点 備 考

（
学
識
経
験
者
）

臨
時
委
員

弘前大学名誉教授 宮﨑 秀一 憲法
元県青少年健全育成審

議会会長

弘前大学人文社会科学部教授 平野 潔 刑法

弘前大学人文社会科学部教授 羽渕 一代 社会学
当課事業「青少年のネッ

トセーフティ加速化事業」

ワーキンググループ座長

NPO法人

あおもりIT活用サポートセンター理事長
本田 政邦 ICT

県男女共同参画審議会

委員、青森DX推進会議

委員

（
学
識
経
験
者
）

現
任
委
員

青森県弁護士会／弁護士 清水 和秀 法律・人権

弘前大学医学部教授 栗林 理人
精神保健・

児童福祉

弘前大学教育学部教授 田名場 忍 教育
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刑法第182条の趣旨を踏まえ、条例に“面会要求行為（に類する行

為）”及び自画撮り要求行為の規制条項を新設する。

【改正のポイント】

（１）保護対象年齢は、刑法（16歳未満の者）より広く、18歳未満の者とする。

※13歳以上16歳未満の者についての5歳差以上の年齢要件を排除し、

一律とする。

（２）罰則規定を設ける。

①“面会要求行為（に類する行為）”：6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

②自画撮り要求行為：30万円以下の罰金

３ 対策の方向性



（１）法律と条例の関係

保護法益の違いがあるため、同じ行為を法と条例でそれぞれに異なる内容の

規制することは、法的矛盾は生じない

・ 刑法：個人的法益（性的自由）

・ 県条例：社会的法益（18歳未満の者の“性的保護状態”）

※根拠判例：最大判昭60・10・23（福岡県青少年保護育成条例事件）

（２）保護対象年齢を18歳未満とすることの必要性・適切性

・ 青少年の心身保護のために必要な対象範囲

・ 青少年の健全育成のための環境を真摯に整えていくのだという県の姿勢を

明確化

４ 検討内容



（３）面会要求行為における予備的行為・未遂の取扱

・淫行・わいせつ行為の構成比較

４ 検討内容（続）

刑法第182条の面会要求行為の保護法益が「性被害に遭わない環境にある

という性的保護状態」という新たな法益であることを踏まえれば、青少年の健

全育成を第一に考える本県条例においても、淫行未遂の処罰規定を新たに

創設する論理構成は可能である、と結論。

準備・予備的行為 未遂（実行着手） 既遂（結果発生）

刑法 面会要求

【処罰対象】

面会

【処罰対象】

不同意性交未遂

【処罰対象】

不同意性交

【処罰対象】

本県条例

当初案

面会要求

【処罰対象】

面会

【処罰対象】

淫行未遂

※処罰規定なし

淫行既遂

【処罰対象】

本県条例

改正案

面会要求

※処罰規定なし

面会

※処罰規定なし

淫行未遂

【処罰対象】

淫行既遂

【処罰対象】



（４）自画撮り要求行為における条文構成の整理

一般的禁止条項 + 罰則適用条項の二段構え方式

最初に自画撮り要求行為全体を違法と規定し、別途罰則規定の中で

特定の悪質な行為を罰則対象とするもの

【メリット】 「してはいけないこと」を簡潔に表明することで、

☑県の青少年保護に向かう姿勢を明らかにできる

☑一般県民の内容理解、普及浸透が進む（わかりやすい）

☑予防範囲が広い

【留意点】 理論上、規制対象として該当する行為でありながら罰則適用外と

なる行為が発生する（予防範囲が広いことの裏返し）

４ 検討内容（続々）
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令和7年 7月 第3回臨時部会開催（最終報告書承認）

8月 青少年健全育成審議会 諮問・答申

条例審議

秋 パブリックコメント、検察庁協議

冬 議案提出→改正、公布

改正内容周知期間

春 施行

６ 今後の流れ


